
2026 年 6 月 15 日 

お客さま各位 

 

 

 

「商工信用インターネットバンキングサービス取扱規定」の改定について 

 

 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 このたび、サービス内容の変更に伴い「商工信用インターネットバンキング 

サービス取扱規定」を改定しますので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

１．改定日 

  2026 年 7 月 1 日（水） 

 

２．主な改定内容 

 （１）定期預金サービスの追加 

 （２）法人先のサービス利用終了に伴う見直し 

 （３）その他追加及び条文の見直し 

 

３．新旧対照表 

  改定内容の詳細につきましては、別紙「商工信用インターネットバンキング

サービス取扱規定新旧対照表」をご確認ください。 

 

以 上 

 



1 

2026年 7月 1日 

 

商工信用インターネットバンキングサービス取扱規定新旧対照表 
（下線部分が改定箇所） 

新 旧 備考（改定理由等） 

第１条 商工信用インターネットバンキングサービス 
１．商工信用インターネットバンキングサービス（以下「本
サービス」といいます。）は、契約者本人の占有・管理する
インターネットへ接続されたパーソナルコンピュータ等
（以下「ウェブ端末」といいます。）から、ＷＷＷ（Ｗｏｒ
ｌｄ Ｗｉｄｅ Ｗｅｂ）を通じた依頼に基づき、次のサ
ービスを行う場合に利用できるものとします。 

 
① 照会サービス 
本サービスの利用口座として届出の契約者名義の預金口座
について、残高及び入出金明細等の照会を行うサービス 

② 振込・振替サービス 
あらかじめ指定された契約者名義の預金口座（以下「支払
指定口座」といいます。）より指定金額を引落しのうえ、あ
らかじめ契約者が指定した当組合本支店あるいは当組合以
外の金融機関の預金口座（以下「入金指定口座といいます。」
へ入金するサービス 

③ 定期預金サービス 
本サービスを利用して、定期預金の預入・解約・満期時取
扱いの指定等を行うことができるサービス 

④ 料金等払込みサービス 
当組合所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等の払
込みを行うため、利用者が利用端末より当組合の本サービ
スを利用して、払込資金を本サービスにかかる利用者の預
金口座から引落すことにより、料金等の払込みを行うサー
ビス 

２．前項各号のサービスは、株式会社エヌ・ティ・ティ・デ
ータが提供する「ＡＮＳＥＲ－ＷＥＢ（アカウントアクセ
ス）」サービスを利用する方式とします。 

 
第２条 利用資格者 

第１条 商工信用インターネットバンキングサービス 
１．商工信用インターネットバンキングサービス（以下「本
サービス」といいます。）は、契約者本人の占有・管理する
インターネットへ接続されたパーソナルコンピュータ等
（以下「ウェブ端末」といいます。）から、ＷＷＷ（Ｗｏｒ
ｌｄ Ｗｉｄｅ Ｗｅｂ）を通じた依頼に基づき、次の照
会サービス、振込・振替サービスを行う場合に利用できる
ものとします。 

① 照会サービス 
本サービスの利用口座として届出の契約者名義の預金口座
について、残高および入出金明細等の照会を行うサービス 

② 振込・振替サービス 
あらかじめ指定された契約者名義の預金口座（以下「支払
指定口座」といいます。）より指定金額を引落しのうえ、あ
らかじめ契約者が指定した当組合本支店あるいは当組合以
外の金融機関の預金口座（以下「入金指定口座といいます。」
へ入金するサービス 
［追加］ 

 
 
 
 
 
 
 
 
２．前項①②は、株式会社エヌ・ティ・ティ・データが提供
する「ＡＮＳＥＲ－ＷＥＢ（アカウントアクセス）」サービ
スを利用する方式とします。 

 
第２条 利用資格者 

 
 
 
 
 
記載内容の簡略化 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 定期預金サービスの追加 
 
 
 料金等払込みサービスの追加 
 
 
 
 
 
 表記の修正 
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新 旧 備考（改定理由等） 

本サービスは、「商工信用インターネットバンキング利用申込
書」（以下「利用申込書」といいます。）を提出し、当組合が
本サービスの利用を承諾した個人のお客様（以下「契約者」
といいます。）に限り利用できます。この場合、契約者は、本
規定の内容を十分に理解したうえで、自らの判断と責任にお
いて本サービスを利用するものとします。 
 
第９条 振込・振替サービスの内容 
１．振込・振替サービスは、契約者のウェブ端末からの依頼
により利用申込書に届出の契約者名義の支払指定口座から依
頼金額を引落し、契約者が指定した入金指定口座へ振込・振
替手続を行うサービスです。 
 
２．支払指定口座及び当組合本支店への振込・振替口座の預
金種類は、当組合所定の預金種類とします。 
３．入金指定口座への入金は、次の方法で取り扱います。 
① 支払指定口座と入金指定口座とが同一店内で、かつ同一
名義の場合は「振替」として取り扱います。 
② 支払指定口座と入金指定口座とが異なる当組合本支店あ
るいは当組合以外の金融機関にある場合、または異なる名義
の場合は、「振込」として取り扱います。 
４．振込・振替サービスの依頼を行う日の翌営業日から当組
合所定の営業日までの間で、振込・振替サービスの取り扱い
を行う日を指定（以下「予約」といいます。）することもでき
ます。 
５．支払指定口座について、振込・振替サービスに関する当
組合所定の照会を行うことができます。 
６．支払指定口座からの依頼金額の引落しは、当座勘定規定、
普通預金規定、総合口座取引規定の定めにかかわらず、預金
通帳、払戻請求書または当座小切手の提出なしに当組合所定
の方法により取り扱います。 
７．入金指定口座の指定方式には、契約者があらかじめ当組
合へ入金指定口座を届け出る方式（以下「受取人番号方式」
といいます。）と、契約者が取引の都度、入金指定口座を指定
する方式があり、いずれの方式でも取り扱いできるものとし
ます。 

本規定を承諾し、「商工信用インターネットバンキング利用申
込書」（以下「利用申込書」といいます。）の契約を締結した
個人または法人の方を利用資格者（以下「契約者」といいま
す。）とします。契約者は、本規定の内容を十分に理解したう
えで、自らの判断と責任において本サービスを利用してくだ
さい。 
 
第９条 振込・振替サービス 
１．振込・振替サービスの内容 
振込・振替サービスは、契約者のウェブ端末からの依頼によ
り利用申込書に届出の契約者名義の支払指定口座から依頼金
額を引落し、契約者が指定した入金指定口座へ振込・振替手
続を行うサービスです。 
① 支払指定口座及び当組合本支店への振込・振替口座の預
金種類は、当組合所定の預金種類とします。 
② 入金指定口座への入金は、次の方法で取り扱います。 
ア 支払指定口座と入金指定口座とが同一店内で、かつ同一
名義の場合は「振替」として取り扱います。 
イ 支払指定口座と入金指定口座とが異なる当組合本支店あ
るいは当組合以外の金融機関にある場合、または異なる名義
の場合は、「振込」として取り扱います。 
③ 振込・振替サービスの依頼を行う日の翌営業日から当組
合所定の営業日までの間で、振込・振替サービスの取り扱い
を行う日を指定（以下「予約」といいます。）することもでき
ます。 
④ 支払指定口座について、振込・振替サービスに関する当
組合所定の照会を行うことができます。 
⑤ 支払指定口座からの依頼金額の引落しは、当座勘定規定、
普通預金規定、総合口座取引規定の定めにかかわらず、預金
通帳、払戻請求書または当座小切手の提出なしに当組合所定
の方法により取り扱います。 
⑥ 入金指定口座の指定方式には、契約者があらかじめ当組
合へ入金指定口座を届け出る方式（以下「受取人番号方式」
といいます。）と、契約者が取引の都度、入金指定口座を指定
する方式があり、いずれの方式でも取り扱いできるものとし
ます。 

ビジネスバンキングの開始に伴
い、法人先は利用が出来なくなる
ため「法人」を削除 

 表記の修正 
 
 
 
 
 項番の整理・追加 
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新 旧 備考（改定理由等） 

 
第１０条 振込・振替サービスの依頼 
１．契約者が振込・振替サービスを利用する場合は、当組合
所定の方法及び操作手順に基づいて、所定の内容をウェブ端
末により操作してください。当組合で受信したログインＩＤ
とログインパスワードが、届出のものと一致した場合に、以
下の事項が確認できたものとして、送信者を契約者とみなし
応答します。 
① 契約者の有効な意思表示に基づく依頼であること。 
② 当組合で受信した依頼内容が真正なものであること。 
２．この取り扱いによる１日あたりの振込・振替金額は、当
組合が定める金額の範囲内において契約者があらかじめ当組
合に対して届出た金額の範囲内とします。なお、取引限度額
を超えた依頼金額については、当組合は一切の取引義務を負
いません。 
３．以下の各号に該当する場合は、振込・振替の取り扱いは
できません。 
① 振込・振替時に、依頼金額と振込手数料の合計額（消費
税相当額を含みます。）が支払指定口座の支払可能残高（当座
貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。）を超える場合。 
② 支払指定口座が解約済みの場合。 
③ 支払指定口座及び入金指定口座に、取り扱いが不適当と
認められる事由があった場合。 
④ 契約者から支払指定口座へ支払停止の届出があり、それ
に基づき当組合所定の手続を行った場合。 
⑤ 当組合以外の金融機関の責に帰すべき事由により取引不
能となった場合。 
⑥ 振替取引において、入金指定口座が解約済みなどの理由
で入金できない場合。 
⑦ 差し押さえ等やむを得ない事情があり、当組合が支払を
不適当と認めた場合。 
⑧ 確認用パスワードが届出の内容と相違した場合。 
⑨ その他当組合が必要と認めた場合。 
４．振替取引において、入金指定口座への入金ができない場
合には、振替金額を当組合所定の方法により、該当取引の支
払指定口座へ戻し入れます。 

 
第１０条 振込・振替サービスの依頼 
１．契約者が振込・振替サービスを利用する場合は、当組合
所定の方法及び操作手順に基づいて、所定の内容をウェブ端
末により操作してください。当組合で受信したログインＩＤ
とログインパスワードが、届出のものと一致した場合に、以
下の事項が確認できたものとして、送信者を契約者とみなし
応答します。 
ア 契約者の有効な意思表示に基づく依頼であること。 
イ 当組合で受信した依頼内容が真正なものであること。 
なお、この取り扱いによる１日あたりの振込・振替金額は、

当組合が定める金額の範囲内において契約者があらかじめ当
組合に対して届出た金額の範囲内とします。なお、取引限度
額を超えた依頼金額については、当組合は一切の取引義務を
負いません。 
以下の各号に該当する場合は、振込・振替の取り扱いはで

きません。 
① 振込・振替時に、依頼金額と振込手数料の合計額（消費
税相当額を含みます。）が支払指定口座の支払可能残高（当座
貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。）を超える場合。 
② 支払指定口座が解約済みの場合。 
③ 支払指定口座及び入金指定口座に、取り扱いが不適当と
認められる事由があった場合。 
④ 契約者から支払指定口座へ支払停止の届出があり、それ
に基づき当組合所定の手続を行った場合。 
⑤ 当組合以外の金融機関の責に帰すべき事由により取引不
能となった場合。 
⑥ 振替取引において、入金指定口座が解約済みなどの理由
で入金できない場合。 
⑦ 差し押さえ等やむを得ない事情があり、当組合が支払を
不適当と認めた場合。 
⑧ 確認用パスワードが届出の内容と相違した場合。 
⑨ その他当組合が必要と認めた場合。 
振替取引において、入金指定口座への入金ができない場合

には、振替金額を当組合所定の方法により、該当取引の支払
指定口座へ戻し入れます。 

 
 
項番の整理・追加 
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新 旧 備考（改定理由等） 

５．契約者が振替取引の依頼を取り止める場合には、その旨
を取引店に届出てください。当組合所定の取り消し手続によ
り処理します。 
６．振込取引において、入金指定口座への入金ができない場
合には、組戻手続により処理します。また、契約者が振込取
引の依頼を取り止める場合には、その旨を当組合所定の書面
により取引店に届出てください。当組合所定の組戻手続によ
り処理します。 
 
第１２条 振込・振替サービスの確定 
１．振込・振替サービスは次の①・②により確定するものと
します。この場合、依頼の内容が確定した後は、契約者は依
頼内容の変更または撤回はできないものとします。 
① 当組合が受信した確認用パスワードが、届出のものと一
致することを確認するとともに、契約者が確認用パスワード
を送信したことを確認した時点。 
② 確認用パスワードと、あらかじめ当組合が取り決めた確
認暗証番号との一致を確認するとともに、確認用パスワー
ドを受信した時点。 

 
 
 
２．当組合は、前項の確定後、直ちに支払指定口座から依頼
金額を引落します。ただし、予約の場合は、指定日に支払指
定口座から依頼金額を引落します。 
３．振込・振替契約は、この支払指定口座からの依頼金額の
引落しをもって成立するものとし、当組合は依頼内容に基づ
いて当組合所定の方法により振込・振替の手続を行います。 
 
第１４条 定期預金サービス 
契約者は、本サービスを通じて定期預金の新規預入、満期解
約予約、満期時取扱条件変更、定期預金明細照会を行うこと
ができます。なお、本規定に定めのない事項については「商
工信用インターネットバンキング定期預金規定」及び当組合
所定の手続（ご利用マニュアル）に従い取り扱うものとしま
す。 

また、契約者が振替取引の依頼を取り止める場合には、そ
の旨を取引店に届出てください。当組合所定の取り消し手続
により処理します。 
振込取引において、入金指定口座への入金ができない場合

には、組戻手続により処理します。また、契約者が振込取引
の依頼を取り止める場合には、その旨を当組合所定の書面に
より取引店に届出てください。当組合所定の組戻手続により
処理します。 
 
第１２条 振込・振替サービスの確定 
 
 
 
１．当組合が受信した確認用パスワードが、届出のものと一
致することを確認するとともに、契約者が確認用パスワード
を送信したことを確認した時点。 
２．さらに確認用パスワードと、あらかじめ取り決めた確認
暗証番号との一致を確認するとともに、確認用パスワード
を受信した時点。 

３．上記第１項、第２項により振込・振替サービスは確定す
るものとします。なお、依頼の内容が確定した後は、依頼内
容の変更または撤回は、できないものとします。 
当組合は、確定した後直ちに支払指定口座から依頼金額を

引落します。ただし、予約の場合は、指定日に支払指定口座
から依頼金額を引落します。 
振込・振替契約は、この支払指定口座からの依頼金額の引

落しをもって成立するものとし、当組合は依頼内容に基づい
て当組合所定の方法により振込・振替の手続を行います。 
 
 ［追加］ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 条項の整理、表記の修正。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
定期預金サービスの追加にあわせ
て条項の追加 
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新 旧 備考（改定理由等） 

 
第１５条 料金等払込みサービス「Ｐａｙ－ｅａｓｙ（ペイ
ジー）」 
１．料金等払込みサービス 

 料金等払込みサービス「Ｐａｙ－ｅａｓｙ（ペイジー）」
（以下「料金等払込み」といいます。）は、当組合所定の収
納機関に対し、税金、手数料、料金等（以下、「料金等」と
いいます。）の払込みを行うため、利用者が利用端末より当
組合の本サービスを利用して、払込資金を本サービスにか
かる利用者の預金口座から引落す（総合口座規定に基づき
当座貸越により引落す場合を含む。）ことにより、料金等の
払込みを行う取扱いをいいます。 

 なお、料金等が、行政手数料・国税等歳入金の場合、その
払込資金については、当組合が取扱いのうえ歳入代理店で
ある全国信用協同組合連合会が収納いたします。 

２．料金等払込み方法 
 料金等払込みをするときは、当組合が定める方法及び操作
方法に従ってください。 

３．請求情報の照会 
 利用者端末において、収納機関から通知された収納機関番
号、お客様番号（納付番号）、確認番号その他当組合所定の
事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または
請求情報の照会を当組合に依頼してください。 

 ただし、利用者が収納機関のホームページ等において、納
付情報または請求情報を確認したうえで料金等の支払方法
として料金等払込みを選択した場合は、この限りではなく、
当該請求情報または納付情報が当組合の本サービスに引き
継がれます。 

４．請求情報の確認 
 前項本文の照会または前項但し書きの引継ぎの結果として
利用端末の画面に表示される納付情報または請求情報を確
認したうえで、利用者の口座番号・ログインパスワード・
確認用パスワード、その他当組合所定の事項を正確に入力
してください。 

５．料金等払込みの申込み 
 当組合で受信した利用者の口座番号及びログインパスワー

 
［追加］ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
料金等払込みサービスに関する規
定の追加 
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ド・確認用パスワードと届出の利用者の口座番号及びログ
インパスワード・確認用パスワードとの一致を確認した場
合は、利用端末の画面に申込みしようとする内容が表示さ
れるので、利用者はその内容を確認のうえ、当組合所定の
方法で料金等払込みの申込みを行ってください。 

６．料金等払込みの成立 
 料金等払込みにかかる契約は、当組合がコンピュータ・シ
ステムにより申込内容を確認して払込資金を預金口座から
引落した時に成立するものとします。 

７．料金等払込みの停止 
 次の場合には料金等払込みを行うことができません。 
 ① 停電、故障等により取扱いできない場合 
 ② 申込内容に基づく払込金額に当組合所定の利用手数料

を加えた金額が、手続時点において利用者の口座より
払い戻すことのできる金額（当座貸越契約があるとき
は貸越可能残高を含みます。）を超える場合 

 ③ １日あたり、または１回あたりの利用金額が、当組合
の定めた範囲を超える場合 

 ④ 利用者の口座が解約済の場合 
 ⑤ 利用者の口座に関して支払停止の届出があり、それに

基づき当組合が所定の手続を行った場合 
 ⑥ 差押等やむを得ない事情があり当組合が不適当と認め

た場合 
 ⑦ 収納機関から納付情報または請求情報についての所定

の確認ができない場合 
 ⑧ 当組合所定の回数を超えてログインパスワード・確認

用パスワードを誤って利用端末に入力した場合 
 ⑨ その他当組合が必要と認めた場合 
８．利用時間 
 料金等払込みにかかるサービスの利用時間は当組合が定め
る利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等に
より、当組合の定める利用時間内でも利用ができないこと
があります。 

９．料金等払込み成立後の撤回 
 料金等払込みにかかる契約が成立した後は、料金等払込み
の申込みを撤回することができません。 
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10．領収書の発行 
 当組合は、料金等払込みにかかる領収書を発行いたしませ
ん。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関
での収納手続の結果等その他収納等に関する照会について
は、収納機関に直接お問い合わせください。 

11．料金等払込みの取り消し 
 収納機関からの連絡により、料金等払込みが取り消される
ことがあります。 

12．利用の停止及び利用の再開 
 当組合または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の
入力を誤った場合は、料金等払込みの利用が停止されるこ
とがあります。料金等払込みサービスの利用を再開するに
は、必要に応じて当組合または収納機関所定の手続を行っ
てください。 

13．利用手数料 
 料金等払込みにかかるサービスの利用にあたっては、当組
合所定の利用手数料を支払っていただくことがあります。 

14．利用手数料の引落し 
 前項の利用手数料は、利用者の指定する口座から、通帳及
び払戻請求書の提出なしで引落されるものとします。 

 
第１６条 一般事項 
 
第１７条 免責条項 
 
第１７条の２ パスワード等の盗難による振込等 
２．前項の申出がなされた場合、不正な振込等について、利
用する端末の安全対策やパスワード等の管理を十分に行っ
ている等、契約者が無過失である場合、当組合は、当組合
への通知が行われた日の３０日（ただし当組合に通知する
ことが出来ない止むを得ない事情があることを契約者が証
明した場合は、３０日にその事情が継続している期間を加
えた日数とします）前の日以降になされた不正な振込等に
係る損害（取引金額、手数料及び利息）の額に相当する金
額を補てんするものとします。なお、故意または重大な過
失が無い場合には、損害の額に相当する金額の一部を補て

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第１４条 一般事項 
 
第１５条 免責条項 
 
第１５条の２ パスワード等の盗難による振込等 
２．前項の申出がなされた場合、不正な振込等について、利
用する端末の安全対策やパスワード等の管理を十分に行っ
ている等、契約者が無過失である場合、当組合は、当組合
への通知が行われた日の３０日（ただし当組合に通知する
ことが出来ない止むを得ない事情があることを契約者が証
明した場合は、３０日にその事情が継続している期間を加
えた日数とします）前の日以降になされた不正な振込等に
係る損害（取引金額、手数料及び利息）の額に相当する金
額を補てんするものとします。なお、契約者が無過失と認
められない場合のも、故意または重大な過失が無い場合に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
条項の追加に伴う変更 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 表記の修正。 
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んすることがあります。 
 
第１８条 利用停止 
１．当組合は、契約者の情報及び具体的な取引の内容等を適
切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の
提出を求めることがあります。この場合、預金者から正当
な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合に
は、本サービスの利用の一部を停止する場合があります。 

２．前項の各種確認や資料の提出に対する契約者の回答、具
体的な取引の内容その他の事情を考慮して、当組合が次の
各号のいずれかに該当すると判断した場合、本サービスの
利用の一部を停止する場合があります。 
① マネー・ローンダリング、テロ資金供与のおそれがあ

る場合 
② 経済制裁関係法令等への抵触のおそれがある場合 
③ その他公序良俗に反するおそれがある場合 

３．当組合は、次の各号のいずれかに該当した場合、ご契約
先に事前に通知することなく、いつでも本サービスを停止
することができるものとします。 
① 安全対策のため必要と判断した場合 
② 不正取引行為を防止するため必要と判断した場合 

４．前３項による本サービスの利用の全部または一部の停止
により、そのときまでに処理が完了していない取引につい
ては、別途当組合所定の手続が必要となります。 

 
第１９条 利用停止の解除 
１．前条において利用停止した後の利用停止解除は、当組合
所定の手続により対応することとします。 

２．前条第１項及び第２項に定める本サービスの利用の停止
について、契約者からの説明等にもとづき、マネー・ロー
ンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等へ
の抵触のおそれが合理的に解消されたと当組合が認める場
合、当組合は本サービスの利用の停止を解除するものとし
ます。 

 
第２０条 利用停止及び利用停止の解除に関する免責 

は、補てんの一部を補てんすることがあります。 
 
 
 ［追加］ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ［追加］ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 利用停止に関する規定の追加 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
利用停止の解除に関する規定の追
加 
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１．契約者は、当組合が行う利用停止措置が当組合より契約
者に対し不正取引が発生しないことを保証するものではな
いことを了承するものとします。 

２．当組合は、本条の規定により、契約者に対し利用停止措
置義務を負うものではないものとします。 

３．第１８条による利用停止または第１９条による利用停止
解除により契約者に生じた損害について、当組合は責任を
負わないものとします。 

 
第２１条 解約 
１．この取り扱いは、当事者の一方の都合でいつでも解約す
ることができます。ただし、当組合に対する解約の通知は
当組合所定の書面によるものとします。 

 
 
 
３．契約者に次の各号の事由が１つでも生じた場合において、
当組合がこの契約を解約するときは、当組合は契約者にそ
の旨の通知を発信することなく解約できるものとします。 
① 相続の開始があった場合。 
② 支払停止または破産、民事再生手続開始、もしくはそ

の他これに類する法的手続の申請があった場合。 
③ １年以上にわたり、本サービスの取り扱いが発生しな

い場合。 
④ 本規定に違反するなど、当組合がサービス停止を必要

とする相当の事由が生じた場合 
⑤ 本サービスを不正利用した場合 
⑥ 詐欺または詐欺と疑われる行為を行っていると当組合

が判断した場合 
⑦ 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から５年

を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、
総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力
団、その他これに準ずる者（以下これらを「暴力団員
等」といいます）に該当し、または次のいずれかに該
当することが判明した場合 

   Ａ．暴力団員等が経営を支配していると認められる関

 ［追加］ 
 
 
 
 
 
 
 
 
第１６条 解約 
１．この取り扱いは、当事者の一方の都合でいつでも解約す
ることができます。ただし、当組合に対する解約の通知は
当組合所定の書面によるものとします。なお、当組合が解
約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知
が契約者に到着しなかった時または延着した時には、通常
到着すべき時に到着したものとみなします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ［追加］ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 利用停止及び利用停止の解除に関
する免責事項の追加 

 
 
 
 
 
 
 
条項の追加に伴う変更 

 
 
 表記の修正 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 解約事由の追加 
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係を有すること。 
   Ｂ．暴力団員等が経営に実質的に関与していると認め

られる関係を有すること。 
   Ｃ．自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目

的または第三者に損害を加える目的をもってする
など、不当に暴力団員等を利用していると認めら
れる関係を有すること。 

   Ｄ．暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜
を供与するなどの関与をしていると認められる関
係を有すること。 

   Ｅ．役員または経営に実質的に関与している者が暴力
団員等と社会的に非難されるべき関係を有するこ
と。 

 ⑧ 自らまたは第三者を利用して次のいずれかの一つにで
も該当する行為をした場合 

   Ａ．暴力的な要求行為 
   Ｂ．法的な責任を超えた不正な要求行為 
   Ｃ．取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を

用いる行為 
   Ｄ．風説を流布し、偽計を用いて当組合の信用を毀損

し、または当組合の業務を妨害する行為 
   Ｅ．その他前各号に準ずる行為 
 ⑨ 本サービスがマネー・ローンダリングやテロ資金供与

等に使用されているおそれがあると当組合が判断した
とき。 

 ⑩ その他本サービスを継続するうえで支障があると当組
合が判断したとき。 

 
第２２条 届出事項の変更 
 
第２３条 届出印 
 
第２４条 規定の準用 
 
第２５条 規定の変更等 
１．当組合は、法令の変更、金融情勢その他の理由により、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第１７条 届出事項の変更 
 
第１８条 届出印 
 
第１９条 規定の準用 
 
第２０条 規定の変更 
１．この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 条項の追加に伴う変更 
 
 
 
 
 
 条文の見直し 
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本規定の定めを変更する必要が生じたときには、民法第５
４８条の４の手続に従い、任意で変更できるものとします。 

 
２．当組合は、この規定を変更するときは、次の各号の総て
について、ホームページへの掲載その他の方法により周知
するものとします。 

 ① 変更を行う旨 
 ② 変更後の内容 
 ③ 変更の効力の発生時期 
３．当組合は、当組合の責めによる場合を除き、当組合の任
意の変更によって契約者に生じた損害について一切の責任
を負わないものとします。 

 
第２６条 リスクの承諾 
 
第２７条 契約期間 
 
第２８条 準拠法・合意管轄 
 
 
（2026年 7月 1日現在） 
豊橋商工信用組合 

 
［改定日：2026年 7月 1日］ 
 
 

化その他相当の事由があると認められる場合には、当組合
ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知
することにより、変更できるものとします。 

２．前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用
されるものとします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
第２１条 リスクの承諾 
 
第２２条 契約期間 
 
第２３条 準拠法・合意管轄 
 
 
 
 
 
［改定日：2022年 4月 15日］ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 条項の追加に伴う変更 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（［ ］は補足事項である） 

以 上 


